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1　本ガイドラインの作成にあたっての
基本的考え方

保健医療サービス提供の支援方策の一環として，

地域で活用される保健医療カードシステム（以下「カ

ードシステム」という。）がその効果を十分に発揮す

るためには，住民，保健医療関係者，保健医療行政

当局等の協力と参加が不可欠であり，導入に際して

は，地域でのコンセンサスづくりが必要である。さ

らに，プライバシーの保護をはじめとする保健医療

情報システムに普遍的に求められる運用上の要件を

満たすことが重要である。

本ガイドラインは，昭和六十二年度以来，当課が

財団法人医療情報システム開発センターに委託して

開発してきたカードシステムの実験運用を通じて得

た知見等に基づき，地方自治体の行政区域等を運用

単位とするカードシステムが安全で，効果的で，か

つ円滑に導入されるために必要な基本的条件や留意

点を明らかにし，カードシステムの活用に資するこ

とを目的とする。

2　カードシステムの目的について

急速な人口の高齢化に伴い，地方自治体では住民

のニーズに対応する保健医療サービスを効率的かつ

効果的に提供することが求められており，そのため

には，保健医療に係る情報の広汎かつ高度な利用が

必要である。特に今後は，保険医療機関における健

康診査や診療に関する情報等の個人保健医療情報が，

それぞれの機関において個別に保管管理されるので

はなく，保健医療サービス提供に際して必要な場面

で適切に利用されることが肝要である。

カードシステムは，地域を運用単位として，個人

の保健医療情報を個人別にカードに記録蓄積し，そ

のカードを個人が必要に応じて保健医療機関等に提

示することにより，保健医療情報の安全で効果的な

活用を図ることを目的とするものである。

なお，カードシステムで利用される保健医療情報

は，保健医療機関等が連携して住民の健康管理を行

うために共通利用すべき情報であり，診療の諸記録

として医療機関に保管されるべき情報ではない。

3　導入のための基本的条件について

カードシステムによる保健医療情報の安全，効果

的，円滑な活用のため，以下の基本的条件が当該地

域で整備されていることが必要である。

（１）カードシステムの目的等の住民への周知徹底

カードシステムの目的，利用方法，利用可能施設

等が住民に十分理解されるよう，広報誌への掲載，

健康診査時の広報等，地方自治体や地域の医師会等

保健医療関係団体等による広報活動が実施されてい

ること。また，住民からの問い合わせの窓口が明確

にされていること。

（２）保健医療関係者の協力と参加

カードシステムを通じた保健医療情報の一層の活

用を図るため，情報の出入力等が適切に行われるこ

とが重要であり，そのための保健医療関係団体等に
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よる協力に関する同意が得られていること。

（３）安全性の確保のための方策の確立

プライバシーの保護，情報の開示等に関する規則

の制定等，安全性の確保のための方策が確立してい

ること。

特に，プライバシーの保護については，保健医療

情報システムが欠くべからざる機能であるが，コン

ピュータ技術のみならず，住民や保健医療関係者等

カードシステムに参加する全ての関係者の適切な取

扱いに依存するものであり，地域の状況に合わせた

最も有効な方策がとられていること。

（４）情報の互換性の確保

住民の移動の広域化等に鑑み，カードシステムに

蓄積された情報が発行された地域外においても利用

可能であることが重要であり，情報が広く活用でき

るよう，情報の互換性の確保のための方策がとられ

ていること。

（５）保健医療サービスの充実に向けた取り組み

住民，保健医療関係等による積極的な地域保健活

動や保健医療施設間の機能連携等，保健医療サービ

スの充実に向けた取り組みが実施されていること。

なお，健康診査結果や住民に関する基本情報（氏

名，住所等）等に関するデータベース化等既存の保

健医療情報システム等とカードシステムが連携する

ことが望ましい。

4　カード発行対象者について

カードシステムの目的等について十分な説明を受

け，自主的に参加希望の意思を表明した住民をカー

ド発行対象者とする。従って，カード発行に際して，

カード発行者は対象者から，十分な説明に基づき自

主的に事業に参加する旨承諾書を得ることが望まし

い。

5　カード発行者及び運用主体について

カードシステムは，住民への保健医療サービスの

向上を支援する公共的情報システムであり，そのカ

ード発行者及び運用主体は，地方自治体，または地

方自治体，保健医療関係団体，医療保険の保険者等

によって構成される公益的団体とする。

6　今後の対応について

本ガイドラインは，現時点における技術的社会的

諸条件を勘案して，カードシステムのあるべき姿を

示したものである。従って，保健医療を取り巻く環

境の変化や技術開発の進展に伴い，適宜見直すこと

とする。

また，安全性や互換性の確保等に関する実態を把

握するため，カードシステムを導入した地方自治体

は，その内容等について下記宛ご連絡いただきたい。

厚生省健康政策局総務課医療技術開発室

〒100一45　東京都千代田区霞ヶ関1の2の2

電話　03（3503）1711㈹　内線　2521－2524
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◎保健医療カードシステムに関するガイドライン

◎カード型メディアの特徴

ICカード Icメモリカード 光カード （参考：磁気カード）

形　　　　　状 「キャシュカード」

の大きさ

「キャッシュカード」の大

きさ（やや厚みがある）

「キャッシュカード」

の大きさ

「キャッシュカード」

に利用されている。

記　憶　容　量 8KBytes

（英数字：8，（X氾文字）

32KBytes

（英数字：32，000文字）

2・8～4・2KBytes

（英数字：2，800，000

～4，200，000文字）

72Bytcs

（英数字：72文字）

書き込み方式

読み取り方式

端子の電気的接触

（電気信号）

端子の電気的接触

（電気信号）

端子の電気的接触

（電気信号）

端子の電気的接触

（電気信号）

光記録層へのレーザ

光の照射

光記録層へのレーザ光

の照射による反射光

（反射光→電気信号）

磁気ヘッド

（電流→磁束）

磁気ヘッド

（電流→磁束）

データの記録方式 Ⅰc回路 光記録層上のピット

（極細小の穴）の形成

磁気テープ上の極性

変化

データの書換の可否 不可（追記型）

セキュリティ機能 カード自体にcPU

が内蔵されているの

で、それを活用して

セキュリティ機能を

付加することができ

る。

カード自体にセキュ

リティ機能を持たない。

セキュリティ機能を付

加する場合は、その機能

を持つソフトウェアをパ

ソコン側に組み込む。

カード自体にセキュ

リティ機能を持たない。

セキュリティ機能を付

加する場合は、その機能

を持つソフトウェアをパ

ソコン側に組み込む。

カード自体にセキ

ュリティ機能を持た

ない。
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業施主体：地方自治体

◎保健医療分野のカードシステム導入状況－資

［（財）は医療情報システム開発センター調査］　　平成6年3月末日現在

［＊：予定枚数］
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221



222


